
No 変更掲載日 変更箇所 変更前 変更後 備考

1 7月4日

仕様書

ｐ５

４ 自主事業の考え方（１）

指定管理者は、施設内で行う自主事業

（民間事業者との共催を含む）につい

ては、市文化芸術振興事業長期計画を

踏まえたもので、かつ施設の設置目的

を果たすために、施設利用許可基準の

範囲内で、指定管理者の創意工夫で事

業を行うことができる。[資料３][資料

６]

指定管理者は、施設内で行う自主事業

（民間事業者との共催を含む）につい

ては、市文化芸術振興事業長期計画を

踏まえたもので、かつ施設の設置目的

を果たすために、施設利用許可基準の

範囲内で、指定管理者の創意工夫で事

業を行うことができる。

[資料３][資料６]の文言削除

2 7月4日

仕様書

ｐ６

11 法令の遵守

地方自治法その他の関係法令、浦添市

てだこホールの設置及び管理に関する

条例(資料１)、浦添市情報公開条例、

浦添市個人情報保護条例(資料２)、協

定書、業務仕様書等を遵守すること。

地方自治法その他の関係法令、浦添市

てだこホールの設置及び管理に関する

条例、浦添市情報公開条例、浦添市個

人情報保護条例、協定書、業務仕様書

等を遵守すること。

(資料１)(資料２)の文言削除

3 7月4日

仕様書

ｐ９

19 管理運営経費

(１)収入について

④その他収入

市が認めたてだこホール内に設置され

る自動販売機等の収入ほかについて

は、指定管理者の収入とする。

市が認めたてだこホール内に設置され

る自動販売機等の収入については、指

定管理者の収入とする。

「ほか」の文言削除

4 7月4日

仕様書

ｐ8

17 リスクの負担と保険

(１)リスクの負担

表

共通

物価変動

収支計画に多大な影響を与えるもの

負担者を浦添市と表記していたが、

協議事項へ修正。

負担者

○ ○

負担者

協議事項


